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子育て支援施設「きらり」の利用について 

＊令和 7 年 4 月より、利用時間が下記のようになります 

・子育て広場   月曜       9 時～16 時 

              火・水・木曜  9 時～12 時 

               親子で自由に利用できます 

・子育てサロン  金曜      9 時～16 時   

お茶を飲みながらちょっと一息 

    ・電話相談    月～金曜日  9 時～16 時 

「きらり」は親子が自由に交流できる場です。子育ての情報や悩みなど、子育て 

支援コーディネーターや児童家庭相談員がいますので、気軽にご相談ください。 

登録したその日から遊べます。就学前の子どもとその保護者が利用できます。 

 

綾川町子育て支援施設 きらり 

綾歌郡綾川町畑田 671-8 

ＴＥＬ  087-877-2320 

 きらりの園庭にある桜の木が薄桃色の花をいっぱいに咲か

せ、春がやってきました。きらりは乳幼児とその保護者、おじい

ちゃんやおばあちゃん、妊婦さんが気軽に利用できる場所です。 

お子さんと一緒に遊んだりお母さん同士でおしゃべりをしたり

して、ゆったりと時間を過ごしませんか。きらりには広い園庭が

あり、いろいろなおもちゃも取り揃えています。いつでも遊びに

来てくださいね。 

室内では好きなおも

ちゃを見つけた子ども

たちが、お母さんとい

っしょに遊んでいます。 

春の陽気に誘われて戸外に出

た子どもたちは、ブランコやすべり

台、乗り物遊びなどを楽しんでい

ます。 


